
市政に対する 一般質問

市の地域防災に対する取組について

問  

避
難
所
生
活
が
長
期
化
す
る

場
合
に
設
置
さ
れ
る
避
難
所
運
営

委
員
会
を
模
擬
訓
練
等
で
開
催
し

た
こ
と
は
あ
る
か
。

答  

避
難
所
開
設
訓
練
を
実
施
し

た
こ
と
は
あ
る
が
、
運
営
委
員
会

の
模
擬
訓
練
を
行
っ
た
こ
と
は
な

い
。
昨
年
度
か
ら
市
職
員
、
自
治

会
役
員
等
を
対
象
と
し
た
研
修
会

を
実
施
。
来
年
１
月
に
「
Ｈ
Ｕ
Ｇ

（
避
難
所
運
営
ゲ
ー
ム
）
」
の
実

施
を
予
定
し
て
い
る
。

問  

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
会
で
行
わ

れ
て
い
る
防
災
訓
練
の
内
容
が
ば

ら
ば
ら
で
あ
る
た
め
、
統
一
性
の

あ
る
防
災
訓
練
を
作
っ
た
方
が
良

い
の
で
は
な
い
か
。

答  

自
治
会
の
役
員
と
相
談
し
訓

練
を
実
施
し
て
い
る
が
、
統
一
で

き
る
か
検
討
し
て
い
く
。

問  
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た

気
仙
沼
市
で
は
や
は
り
訓
練
が
大

切
で
あ
る
と
の
こ
と
。
市
民
の
命

や
、
そ
こ
で
活
動
す
る
市
職
員
、

消
防
職
員
等
の
命
を
守
る
た
め
に

も
地
域
を
巻
き
込
ん
だ
訓
練
が
必

要
で
は
な
い
か
。

答  

危
機
管
理
課
の
職
員
を
中
心

に
地
域
、
自
治
会
を
通
じ
て
訓
練

等
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

駒 見 行 彦（令和研究会）

日本遺産「足袋蔵のまち行田」
認定継続について
　　　　　

岩 﨑  彰（蒼倫維新）

問  

昨
年
12
月
１
日
、
文
化
庁
よ

り
二
つ
の
条
件
が
付
さ
れ
本
市
の

日
本
遺
産
は
継
続
さ
れ
た
。２
年

後
に
迫
る
再
審
査
に
向
け
対
応
は

進
ん
で
い
る
の
か
。

答  

日
本
遺
産
カ
ー
ド
、
英
語
版

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
解
説
動
画
の
作

成
等
市
の
魅
力
発
信
の
取
組
や
文

化
財
の
積
極
的
な
活
用
に
取
組
み

概
ね
予
定
通
り
に
進
ん
で
い
る
。

問  

市
が
文
化
庁
に
提
出
し
た
地

域
活
性
化
計
画
で
は
令
和
６
年
度

に
は
旧
荒
井
八
郎
商
店
の
具
体
的

な
活
用
策
を
図
る
と
あ
る
が
、
認

定
継
続
に
影
響
は
な
い
か
。

答  

旧
荒
井
八
郎
商
店
の
保
存
、

活
用
は
同
計
画
に
記
載
し
た
多
く

の
事
業
の
一
つ
で
、
事
業
の
一
つ

の
遅
延
が
即
座
に
全
体
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

問  

文
化
庁
よ
り
百
年
フ
ー
ド
に

認
定
さ
れ
た
フ
ラ
イ
・
ゼ
リ
ー
フ

ラ
イ
を
百
年
後
に
も
残
る
ソ
ウ
ル

フ
ー
ド
と
す
る
た
め
に
市
は
ど
の

よ
う
に
業
界
を
応
援
す
る
か
。

答  

市
と
お
も
て
な
し
観
光
局
の

Ｈ
Ｐ
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

を
活
用
し
情
報
発
信
を
行
う
ほ
か
、

国
・
県
等
が
実
施
す
る
イ
ベ
ン
ト

に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
く
。

上尾道路・新大宮上尾道路計画に
伴う道路整備について 橋 本 祐 一（令和研究会）

問  

上
尾
道
路
・
新
大
宮
上
尾
道

路
が
国
道
17
号
バ
イ
パ
ス
ま
で
延

伸
さ
れ
た
時
の
準
備
、
整
備
が
必

要
。
そ
の
際
に
特
に
重
要
と
な
り

交
通
量
が
増
大
さ
れ
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
南
大
通
り
線
壮
幸
会
行

田
総
合
病
院
か
ら
県
道
１
２
８
号

を
抜
け
て
国
道
１
２
５
号
線
ま
で

の
、
特
に
歩
道
や
交
差
点
整
備
が

必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答  

国
道
１
２
５
号
下
池
守
交
差

点
か
ら
南
に
進
み
、
忍
川
秩
父
鉄

道
を
横
断
し
県
道
１
２
８
号
城
西

交
差
点
を
抜
け
て
国
道
17
号
熊
谷

バ
イ
パ
ス
持
田
中
交
差
点
を
経
由

し
て
さ
ら
に
南
へ
進
み
前
谷
地
内

の
が
ん
が
ら
排
水
路
の
大
橋
ま
で

の
通
称
南
北
道
路
に
つ
い
て
、
国

県
道
を
結
ぶ
市
の
交
通
を
担
う
重

要
な
路
線
と
認
識
し
て
い
る
。

　こ
れ
ま
で
両
側
歩
道
の
整
備
や

国
県
道
な
ど
の
交
差
点
改
良
を
実

施
し
秩
父
線
踏
切
拡
張
事
業
に
合

わ
せ
て
踏
切
南
側
一
部
区
間
で
歩

道
整
備
を
実
施
し
た
が
、
県
道
１

２
８
号
以
北
一
部
未
整
備
が
あ
る
。

　今
後
の
交
通
量
の
推
移
や
交
通

安
全
の
観
点
を
踏
ま
え
、
幹
線
道

路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
を
図

っ
て
い
く
。

ぎょうだ議会だより　⓬

議

 

長

（諮問）
第3号

適
任〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇人権擁護委員の推薦につき意見

を求めるについて

（議）
第3号

可
決

議
長〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇農産物へのカメムシ類等及び高

温障害への対策を求める意見書

（諮問）
第4号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇人権擁護委員の推薦につき意見

を求めるについて
　
第75号 承

認〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
専決処分の承認を求めるについ
て（令和６年度行田市一般会計
補正予算（第５回））

　
第79号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

× ×

〇
行田市地域包括支援センターの
人員及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例

第82号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

× ×

〇

行田市水道布設工事監督者の配
置基準及び資格基準並びに水道
技術管理者の資格基準に関する
条例の一部を改正する条例

第80号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

行田市指定介護予防支援等の事
業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関
する基準を定める条例の一部を
改正する条例

第76号 可
決〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和６年度行田市一般会計補正
予算（第６回）

第77号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市コミュニティセンター条
例の一部を改正する条例

第83号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇訴えの提起について

第81号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×行田市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例

第78号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市学童保育室設置及び管理
条例の一部を改正する条例

第84号 〃〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×令和６年度行田市一般会計補正
予算（第７回）

（市長提出議案）

（議員提出議案）

議案
番号

会派名及び議員名

議案名

公 明 党蒼 倫 維 新令 和 研 究 会 日本
共産党

小
林

　
淳
一

議

決

結

果

駒
見

　
行
彦

村
田

　
清
治

小
林

　
　
修

橋
本

　
祐
一

福
島
と
も
お

町
田

　
　
光

野
本

 

翔
平

梁

瀬

里

司

香
川

　
宏
行

大
屋

　
　
彰

木
村

　
　
博

田
中

　
和
美

村
田

　
秀
夫

斉

藤

博

美

岩
﨑

　
　
彰

養
田

　
英
雄

小
野
寺
貴
男

新

　
　
諒
平

吉
田

　
豊
彦

（賛成：○　反対：×）

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）

提出議案とその結果


